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【進行表】 

※リンクを踏んで各セクションに移動 
 
17:00 司会挨拶、要請書説明（3分） 
17:03 大内裕和先生スピーチ（5分） 
 
17:08 学生スピーチ①（4分×1名） ＝ (1)中大生の会 

 

17:12 財務省、文科省、総務省へ要請書提出と質疑・意見交換（30分） 
 

17:32 教員スピーチ（34分、9名） 
 

18:08 学生スピーチ②（各 3-4分） （13名） 
 

19:00 議員スピーチ（35分）  
19:35 全体写真撮影（5分）  
19:40 主催挨拶（1分） 
 

2・13院内集会のスピーチ全文 

　  全学生スピーチ全文 2.13教員スピーチ

https://docs.google.com/document/d/1zsmWpw9BDk2dMCvogv4qJkCxqou8FANJtUXCiWWVN74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zxSLrIr_PMDDGxIfMpYuZEO5IKsX1lB4GzdT7PrBBU0/edit?usp=sharing


実施背景と要請書 



院内集会の実施背景と要請書​
金澤伶（東京大学教養学部4年、東京大学学費値上げ反対緊急アクション） 

　各国公立、私立大学でも学費値上げが相次ぎ、今後も波及することが予想される中、2月13日には、実際に
学費値上げ反対運動に立ち上がった、東大、広大、大阪大、熊本大、中央大、武蔵美大ほか、116以上の大学
等の学生が結集し、院内集会を行い、その場で国会議員や省庁担当者と要請書を手交しました。 

　その後もロビイングを行い、3月27日時点で、国会で7回の質疑、地方議会で1回の質疑にて、学生の声が引
用されました。残念ながら予算に反映されなかったため、再度、5/8に院内集会を行うことに致しました。5・8院
内集会では全国の大学教員と連帯し、当事者の生の声を国会議員の方々に届けます。学費値上げの撤回と漸

進的な無償化を実現するために、私たちが全国の134以上の大学等の学生・院生・教員らと訴えているのは、
教育の未来を支える予算拡充です。学費負担軽減、奨学金拡充は、学生も教員も共通の想いであり、通底する

問題を抱えています。大学の基盤的経費を増額すれば大学の置かれている窮状も改善します。大内裕和（武蔵

大学教授）、稲葉剛（立教大学大学院客員教授）、隠岐さや香（東京大学大学院教授）、小澤浩明（東洋大学教

授）、杉田真衣（東京都立大学准教授）、山田哲也（一橋大学大学院教授）の6名の大学教員から参加の呼びか
けが行われました。集会では、各党国会議員、総務省、 財務省、 文部科学省への要請書の手交とともに、 高
等教育政策のあり方について意見交換を行います。概算要求や予算案に要請項目を反映させるべく、「１．

2025年度の「経済財政運営と改革の基本方針」（いわゆる「骨太の方針」）に、添付資料の要請項目１〜４の内
容を盛り込んでください！２．国の2025年度予算に、添付資料の要請項目１〜４の内容を盛り込んでくださ
い！」 と改めて要請します。105の大学、28の大学院、1の高等専門学校、合計134の高等教育機関の学生、
具体的には約470の学生個人、18の学生団体が連名しています。 

　私たちは参議院選に向けて候補者アンケートを実施（6/13 15時会見予定）する他、9月以降に書籍も出版し、
輿論を喚起していきます。毎日新聞の輿論調査では、若年層では「大学などの無償化」「同性による結婚」「2院
制のあり方など国会改革」など、生活に密着したテーマを思い浮かべる傾向が浮き彫りになり、「大学などの無

償化」が18-29歳では32%のトップ関心度でした。高額な学費負担に苦しむ学生の置かれている現実を直視し、
2026年度予算案に要請を組み込んでいただけるよう、再度お願い申し上げます。 

 



大内先生スピーチ 



 
「普遍的価値」のために学生と大学教員は連帯すべき 
大内裕和（武蔵大学・教授） 
 

　武蔵大学の大内裕和です。 

　長年、奨学金制度の改善と高等教育費負担引き下げの運動に取り組んできた私は、2024年5

月、「高等教育費負担軽減プロジェクト」の一員として、オンライン署名「高等教育費や奨学金返

済の負担軽減のため、公的負担の大幅拡充を求めます！」を呼びかけました。 

 

　丁度それと同じ時期に、東京大学で学費値上げの動きが発覚し、学生による学費値上げ反対

運動が広がっていることを知りました。 

それ以来、学費値上げに反対する学生の皆さんの動きと、どうしたらつながることができるか、を

常に考えてきました。 

　2025年2月13日、オンライン署名を呼びかけた「高等教育費負担軽減プロジェクト」は、高等教

育費の負担軽減を求める」院内集会を開催しました。 

そして何と偶然にも同じ日に、学生の皆さんが「苦しむ学生の声を聴く！」院内集会を開催しまし

た。 

そして、私たちが主催した院内集会で発言された金澤伶さんが、同じ日に行われた学生たちの

院内集会の様子をリアルに伝えてくれました。 

このことにより、学生の皆さんの運動と、私たち中高年世代の運動が有機的に結びつき始めるこ

とになりました。 

 

　そして今回、学生と私たち大学教員が力を合わせて、本日の5・8院内集会を作り上げようという

ことになりました。 

2025年4月14日、私は、仲間の大学教員とともに、[緊急]「2026年度学費負担軽減！高等教育

予算拡充を求める5・8院内集会」の参加を広く呼びかける文章を発表しました。 

 

　学生と大学教員とはその立場は同一ではありません。 

教員は学生を評価し、進級・卒業を判定する立場の存在です。 

また教室における教員から学生への言語行為にも、そこにミクロな権力が働いていることは、フ

ランスの哲学者ミッシェル・フーコーが明らかにした通りです。 

しかし、学生と大学教員の立場が異なっていることは、連帯の不可能性を意味することにはなり

ません。 

 

　学生が学費値上げや大学の管理強化といった抑圧を受けているのに対して、大学教員も激し

い攻撃にさらされています。 



　予算カットによる労働強化や非正規化、日本学術会議「法人化」の動きに見られる「学問の自

由」への攻撃です。フランスの社会学者ピエール・ブルデューが明らかにしたように、現代の新自

由主義独裁は、学生の「学ぶ権利」、「学問の自由」、大学の研究・教育の「公共性」といった「普

遍的価値」を奪いさろうとしています。 

 

　今こそ私たちは、大学や学問の「普遍的価値」を擁護するために、学生と大学教員という立場

の違いを超えて連帯すべき時です。本日の集会が、その第一歩となることを心から願っていま

す。本日の5・8院内集会を何としても成功させましょう。 

　私の話は以上です。 



学生スピーチ①＝(1)中大生 



学生スピーチ①：3人に2人が生活に困窮し3人に1人が進路を諦めている（中央大学法学部3
年、学費値上げに反対する中大生の会） 
 

中央大学では昨年11月、学費値上げ計画が公表されました。 

内容は、2025年度入学生から、授業料と施設整備費がそれぞれ毎年2％、約2〜3万円ずつ5年

間にわたって値上げされるというものです。 

 

この公表に至るまでに大学による学生からの意見聴取はほとんど実施されませんでした。 

値上げ計画の在学生向けの意見聴取は、昨年9月下旬に13日間という短期間かつ、在学生向

けのポータルサイトに掲載するのみでした。 

通常は告知の手段として頻繁に使用される学生へのメール送付は行われず、9割を超える学生

が値上げ計画を知らないままだったのです。 

 

学費値上げに反対する中大生の会では、学内生向けのアンケート調査を行い、現在285名から

学生実態を集めています。 

傾向として特に顕著なのは「学生生活の困窮とそれに伴う進路への不安」です。 

実に回答者の3人中2人が「生活に困っている。もしくは不安」と答え、「金銭的な事情により、自

分の進路を諦めた、もしくはあきらめざるを得ないかもしれない」という学生も3人に1人以上の割

合にのぼることが判明しています。 

 

学費値上げの直接の当事者である１年生からも次のような声が上がっています。 

「楽しい大学生活を送りたいと思ってはいたが、現実は出費を抑えるために食事を削っている状

況で大学に通うことさえ大変だ。」 

「親が既に定年を過ぎており数年後には働けなくなる。 

しかし、給付型奨学金は現時点の収入を基準に審査されるため、自分はその受給要件を満たせ

なかった。 

このままでは、進路選択にも希望が持てず、目の前の現実に諦めるしかない」 

このように学費値上げなど到底受け止めきれる余裕がないのは明らかです。 

 

また、私自身も母子家庭で生まれ育ち、食費や教科書代など切り詰めて生活しています。 

大学へは母の老後のための貯蓄を利用して通っています。 

老後について母に尋ねると「自分は早く死ぬから大丈夫だ」と言われます。 

こんなこと言ってしまう側も言われる側も、もう生きる限界です。 

 

このように、学生も保護者も、学費を負担する当事者として疲弊しきっています。 

大学で満足に学ぶことはもちろん、将来への希望を見いだすことすら困難な状態です。 

 



「私立大学だから学費値上げは仕方ない。自己責任だ。」という声も存在しますが、現在、日本の

全大学生のうち約8割が私立の大学に通っており、私立大学は日本の高等教育において不可欠

といえる存在になっていると思います。 

 

1975年、私立学校振興助成法が成立した際には、私立大学が果たしている社会的役割をふま

え、経常費補助を「できるだけ速やかに二分の一とするよう努めること」との付帯決議が採択され

ています。 

現在では経常経費の約1割にまで抑えられているこの助成金を、すでに採択されているこの決議

に則して増やすことで、学費値上げを止めるだけでなく、あまりに高い現在の学費を下げていくこ

とも可能だと考えます。 

 

さらに、私立大学と国立大学との学費の差を問題にし、その差を縮めるために国立大の学費を

上げようという議論もありますが、学ぶ権利を保障するうえでは私立も国立もどちらも値下げして

いくことが何よりも必要であると訴えたいです。 

学費値上げで困難を抱える当事者に国立／私立または公立という分類は関係ありません。 

アンケート調査では、中央大学の9割の学生が学費値上げに反対と回答しています。 

 

学費値上げ当事者である学生の実態や意見をこれ以上無視することは絶対にあってはなりませ

ん。 

これ以上の値上げを繰り返さぬように、来年度からの学費値上げをストップさせ、学費値下げに

いち早く踏み出すことを強く求めてスピーチを終わります。 

ご清聴ありがとうございました。 

 
 



教員スピーチ 



教員スピーチ原稿 
（リンク踏む or スクロールでそれぞれの原稿へ） 

 

①隠岐さや香（東京大学大学院教育学研究科・教授） 

②小寺隆幸（軍学共同反対連絡会事務局長、元京都橘大学教員） 

③駒込武（京都大学大学院教育学研究科・教授）（オンライン） 

④松井 宏樹（千葉大学大学院理学研究院・教授）（ビデオ） 

⑤田中（大学院生、大学非常勤講師）（オンライン） 

⑥吉川 弘晃（明星大学国際教育センター・特任講師）（オンライン） 

⑦兵頭 淳史（専修大学経済学部生活環境経済学科・教授）（代読：ICU学生） 

⑧杉田真衣（東京都立大学・准教授） 

⑨原 直史（新潟大学人文学部人文学科・教授） 



①隠岐さや香（東京） 



①経済的条件で進路を左右されずに生きられる未来のために 
隠岐さや香（東京大学大学院教育学研究科・教授） 
  
　現在は1970年代あたりからの様々な常識が問い直される時なのかもしれません。 

だとすると、受益者負担モデル一辺倒でなされてきた大学学費のあり方も考え直すべき時ではな

いでしょうか。 

　一定条件を満たした家庭にのみ、あとから経済的援助をするのではなく、政府が直接に高等教

育予算を拡充し、学費自体を安くする措置が求められています。 

「無償化」のための経済的援助が少しずつ始まっても、依然として大学の学費への家計負担が重

い国の一つです。 

　1965年から2023年までの間に国立大学学費はなんと名目価値で44.6倍（実質価値だと7.5倍）

となりました。 

　その学費上昇は1970年代から本格化し、バブル期に本格的な上昇を遂げました。 

　私立大学と比較して不公平でないように、というのがその理由になっていました。 

しかし、その上昇率はあまりにも急であり、昨今だと私立大学の側は学費を値上げするときに「国

立大学ほどの値上げではない」という説明をするようになっていると聞きます。 

過去に学費が急激に上昇したバブル期においては、皆、まだ将来に希望を持っていました。 

現在は将来の所得が増える見込みがないのに物価高で人々の暮らしは苦しい。 

　一番、学費上昇が耐えがたく感じるタイミングで値上げが検討されています。 

学費値上げが急激になった1970−2000年代は、学生や教員・研究者の訴えが次第に聞き入れ

られなくなっていく時代でもありました。 

2000年代に省庁改革の過程で内閣府に総合科学技術会議（後に総合科学技術・イノベーション

会議、CSTI）が成立すると、大学の政策にも大きな影響を及ぼすようになりました。 

　国立大学が法人化されたのもこの時期です。 

　その一方で、学者の代表を集めた組織であろうとした日本学術会議は次第に政策とのリンクを

失ってきました。 

　近年も総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）は、国際卓越研究大学制度や大学ファンド運

営といった一連の政策を打ち出していますが、その議論の中では高額な米英の大学が常に注目

されています。 

　とりわけ、米国で1970年代以降に発展した「受益者負担モデル」を取り入れた米国の大学は好

まれてきました。 

　それは米国が福祉国家路線から新自由主義政策へと舵を切る中で定着したモデルであり、公

立大学にすらも受益者負担主義を求めました。 

こうした米国型の「稼げる大学」は世界中の政策決定者を魅了し、「大学改革」の波が各国に訪

れました。 



　しかし、彼らが充分に考えてこなかったのは、そうした大学のあり方が社会にどのようなメッ

セージを与えるかということです。 

　どんなに学費のための経済援助を充実させても、「本来なら高い学費が必要」というイメージ

は、余裕のない家庭で育った若者に大学進学を躊躇わせる効果を持つでしょう。 

あるいは、それで進学できても「分不相応な場所にいる」とか、「級友と違って自分は援助を受け

なければならない」といった意識を植え付けられてしまうかも知れません。 

これは全て、もしも「誰もが無料（あるいは低額）の学費で大学に行ける」社会であれば、本来考

えなくても良いことです。 

　学費を低額にすると、富裕家庭ばかりが得をしてしまうから平等ではない、という議論を展開す

る識者がいます。 

　しかし、それは金銭面にしか着目していない発想だと私は思います。 

金銭以外の面に着目する必要があります。 

　たとえば、そうした投資があれば、少なくとも低所得の家庭で育った子は引け目を感じづらくな

る、尊厳という面ではより救われるでしょう。 

　また、何より大事なのは、富裕な家庭の子も親に反抗すれば、貧しい子と同じ状況になり得ると

いうことです。 

　学費への投資で得をするのは、既に富裕な親ではありません。 

それはまだ何も持たない子が、自分のために未来を決めるためにも必要な投資なのです。 

  

　高等教育予算拡充は、若い世代の誰もが引け目を感じず、経済的条件で進路を左右されずに

生きられる未来のために必要です。 

　この集会がそのための大事な転換点となることを願っています。 



②小寺隆幸（軍学） 



②大学での軍事研究推進を狙う日本学術会議法人化を許すな 
小寺隆幸（軍学共同反対連絡会事務局長、元京都橘大学教員） 
 

　皆さんはよくご存知だと思いますが、学費値上げの背景に国が教育や科学研究にお金を出さ

ないことがあります。 

　人文・社会・自然科学の基礎研究を支える科学研究費は今年3300億円。しかし今年の防衛省

の研究開発費はその2倍の6400億円もあるのです。おかしくないですか。しかも2020年には

1600億円で科研費より少なかったのですが、5年間で一挙に4倍です。 

 

　なぜ急増したのでしょうか。専守防衛を掲げる日本は、これまで長距離ミサイルや攻撃的兵器

は所有しないと世界に約束し、その研究もしませんでした。しかし3年前に敵基地攻撃能力を持

つと決め、中国を射程に入れた長距離ミサイルや最新鋭戦闘機の研究などに莫大な費用を投じ

始めたのです。憲法9条を掲げる日本が絶対に使ってはならない人殺しの兵器のために、教育も

基礎科学研究も犠牲になっています。 

 

　しかしお金があっても研究者がいなければ研究はできません。そこで大学で軍事研究をさせた

いのです。戦後日本の大学は、平和と人々の幸福のための学術研究と教育の場であり、軍事研

究はしないと宣言してきました。その原点が、戦争加担を反省して結成された日本学術会議の

1950年声明「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない」でした。2015年、安倍政権が軍

事研究の新たな制度を創った時にも、学術会議は「学問の自由」を侵す可能性が高いという

2017年声明を出し、今も多くの大学が応募していません。 

 

　そのことに激怒したのが軍拡派であり、安倍・菅政権は、学術会議に圧力をかけるために2020

年に6名の任命拒否を行なったのです。さらに当時の下村自民党政調会長は「防衛省の研究を

認めないなら行政機関から外れるべきだ」といい、2020年12月に早くも自民党は学術会議法人

化を提言しています。それが今、国会で審議されている法案の元なのです。 

 

　これは憲法23条「学問の自由」を支えるために作られた学術会議を廃止し、新たな特殊法人に

するものです。「独立性を高めるための法人化」というのは大嘘です。現行法の「独立」という言

葉も新法案にはありません。しかも総理大臣が任命する「監事」は強大な権限を持ち、学術会議

の業務全体をチェックし、さらに総理大臣任命の「評価委員会」が活動の評価、計画立案、予算

にも口を出します。完全に総理大臣の統制下に置かれるのです。 

 

　この法案が通れば、現行学術会議は亡くなりますから2017年声明も死文と化し、大学での軍事

研究は一挙に加速されるでしょう。大学院生や学部生も研究を担わされます。しかも軍事研究は



秘密とされ、経済安保法により重要な研究には守秘義務が課せられ、もらせば懲役刑になりま

す。中国などとの研究交流の制限も強まるでしょう。 

　「開かれた交流が、科学の過程の本質を成し、また、科学的成果の正確性及び客観性の強力

な保証を与える」（2017 ユネスコ勧告）という学術の在り方が根本的に変えられるのです。 

　軍事研究だけではありません。従軍慰安婦やフェミニズムの研究者には科研費を使わせるなと

いうネット右翼の動きがありました。「学問の自由」を守る防波堤としての学術会議がなくなれば、

こういう動きはさらに強まるでしょう。 

 

　トランプ政権が学問の自由と独立を踏みにじっていますが他人事ではありません。日本でも

1933年、京都帝国大学の滝川教授はトルストイの言葉を紹介しただけで大学から追放されまし

た。それを機に大学の自治が破壊され、自由主義的思想や宗教なども弾圧され、37年に中国へ

の侵略戦争へと突き進み、学生も動員されたのです。1938年に中国に送られた松永茂雄は、現

地で出会った中国少年に「友だちでいようね　いつまでも」と語りかけた心優しい青年でしたが、

上海で25歳の命を閉じました。彼はこう記しています。 

 

　「学徒の魂は真実のない国家よりも、国家のない真実を求める。」 

 

　「真実」を国家が統制しようとする動きが進む今、真実を求め学び続けるために、学費問題で立

ち上がった皆さんと心から連帯し、私たち研究者と市民も日本の学術の独立を守るために戦いま

す。共に頑張りましょう。 

 



③駒込武（京都） 



③学問、知識を誰もが享受できるものに 
駒込武（京都大学大学院教育学研究科・教授） 
 

　学生のみなさんが主体となって、学生として学ぶ権利を確保するための運動を展開されている

ことに心から敬意を表します。しかも、授業料値上げ撤回を求めるばかりではなく、根本的な問題

解決のためには「高等教育予算の拡充」が必要だとしている点に、わたしは大きな希望を感じま

す。 

　現在の日本の高等教育制度の内部には、さまざまな格差や差別が組み込まれています。 

国立と私立、大都市と地方都市、４年制大学と短期大学と専門学校、理系と文系、さまざまな違

いにより獲得できる予算も異なってくるために、相互に嫉視や反目が生じがちです。教職員のあ

いだにも常勤と非常勤という格差があり、学生のあいだにも、出身地や性自認や民族的バックグ

ラウンドによる格差が存在しています。 

　授業料値上げは、こうした格差をいっそう強化し固定化しようとするものです。 

わたしたちは、あたかもどんどん椅子の数が少なくなっていく「イス取りゲーム」の中におかれて

いるようです。そこから一歩でも足を踏み外したら置いてきぼりにされるという恐怖感を完全に拭

い去ることは困難です。 

　ですが、ひとりひとりがその恐怖感を克服して、このゲームの仕組みそれ自体が間違っている

のだと今こそ叫ぶ必要があります。 

　高等教育をめぐるもっとも根本的な対立軸は、高等教育予算拡充を否定する人々と、これを求

める人々とのあいだにこそ存在します。ひとつひとつの格差を是正する措置は重要ですが、この

根本的な対立軸を見誤るべきではありません。 

　しかも、「高等教育無償化」の必要を叫びながら、そのために必要な予算措置をとることには消

極的というケースも山ほど存在することにも留意しなくてはなりません。「高等教育無償化」という

国際人権規約を遵守するための大前提は、高等教育予算全体の拡充です。その大前提を確認

し、広く共有し、予算の立案から審議、採決にいたる過程を、主権者としてつぶさに監視し、予算

案に反映させる必要があります。 

 　明治時代に東京谷中の貧民窟に生まれ育ちながら小説家となった添田知道という人物は、自

分自身にとっての学問の意義をかえりみた文章でこのように書いています。 

　学問はかつて特権階級の道具であり、学者は特権階級の太鼓持ちであった。そうした事態は

本当に嘆かわしい。 

　「智識を、学問を、日光の如くあらしめよ、空気の如く、水の如くあらしめよ」（添田知道『私の雑

記帳　冬扇簿』1979年、65頁）。 

　水すらも「民営化」によって企業の儲けの道具とされる時代にあってはたいへん難しいことでは

ありますが、大学を、学問を、知識を、日光や空気や水のように誰もが享受できるものにしていく

必要があります。 

　そのための第一歩として、高等教育の予算拡充を実現しなくてはなりなせん。 



　とりわけ大学教員たる者は、学費滞納を重ねた学生を教授会で除籍処分とする権限を与えら

れている以上、そうした事態を少しでも食い止めるために高等教育予算の拡充を求める学生た

ちの要求に賛同し、それぞれの職場における組織人として、またひとりの主権者として、この要求

の実現に尽力する責務を負っています。わたし自身も、さらに多くの大学教員の賛同を呼びかけ

たいと思います。 

 



④松井宏樹（千葉） 



④千葉大学費値上げ　行き当たりばったり 
松井 宏樹（千葉大学大学院理学研究院・教授） 
 
　千葉大学大学院理学研究院の松井宏樹です。専門は数学です。本日の院内集会に参加する

ことができず、とても残念です。このような形で、失礼することをどうかお許しください。 
　本学の学費値上げについて、情報を共有させていただきます。千葉大学では、2020年度から
すでに学費が年額およそ10万円上がっています。学費値上げは、ある日突然、トップダウンとし
て学内に伝わりました。教職員の間で議論されたわけではなく、ましてや学生の意見を聴く機会

もありませんでした。 
　値上げの理由は全員留学を目玉とするグローバル教育の推進でした。卒業するには1回以上
の留学をしなければならないという制度です。しかし、円安と物価高も重なり、費用が高額である

ことがあらためて問題となりました。欧米のプログラムですと、２～３週間の短期留学で最低でも

60万円ぐらいはかかります。ところが、大学からのサポートはたった10万円です。 
　残りは、学生や保護者の負担となります。留学そのものには、もちろん意義があります。 
実際に参加した学生に感想を聴くと、みんな「楽しかった」「いい経験になった」と答えます。 
　しかし、学生の経済状況はさまざまです。学費を払うだけで精一杯という者もいます。 
実は、今年度から大学の方針が転換され、これまでは代替措置として位置づけられていたオンラ

イン留学が、全面的に認められることになりました。何十万円もの留学費用を払わなくて済むとい

う意味では、これは改善です。しかし、グローバル教育と全員留学を掲げて、授業料値上げした

にもかかわらず、結局は留学はオンラインでよいというのは、いかにも行き当たりばったりの進め

方だと、私は思います。 
　東京大学は、昨年、学費値上げを発表し、それに対して多くの学生や教職員から反対の声が

上がりました。「学習環境改善のために、学費値上げは待ったなしだ」と東大は言いますが、千葉

大学の事例と同様に私は説得力を感じません。 
　一人の教員の実感として、確かに今、大学にはお金がありません。例えば、理系の学生にとっ

て最も基本的な微積分や線形代数などの教養科目は、その大部分を非常勤講師に依存してい

ます。そのほうが安く上がるからです。それほど大学にはお金がないのです。 
　しかし、だからと言って授業料を上げて、学生の負担を増やすのは間違っています。教育の受

益者は、私たちの社会全体です。私たちの社会が今直面している深刻な困難を乗り越えていく力

となりうるものは、教育をおいて他にはありません。 
　国立、私立を問わず、多くの大学の学生が行動していることに、心を打たれています。 
力を合わせて、よりよい社会を作っていきましょう！以上です。ありがとうございました。 
 



⑤田中（学芸） 



④可及的速やかに、包括的な学費値下げの方策を 
田中（大学院生、大学非常勤講師） 
 
　こんにちは。田中と申します。本日は仕事のため、オンラインでの参加となります。 

「お金がないから週末はアルバイトに明け暮れていて授業に起きれない。」 

「教職課程を取るために云万円を支払った。」 

「親が急に病気で倒れて、大学を辞めないといけなくなるかもしれない」 

「短大や私立大学がどんどんつぶれていく。将来就職先になるかもしれない学校もあった。研究

を続けた先に未来はあるのか。」 

　これらは全て、今年度に入ってからわずか１ヶ月の間で、実際に私が見聞きした声です。 

　現在、私は大学院生として研究をしつつ、大学の非常勤講師として、教職課程や初年次教育の

授業を担当しています。国立・私立や学部、学年の別を問わず、さまざまな大学や、そこに生きる

人びとと関わるなかで、個々の事情があまりに多様であることを実感しています。 

　ちなみに、私は国公立大学出身でして、一部の私立大学では、教職を取るために、すなわち私

の授業を取るために、学費と別で追加の費用を払う必要があることを、今年初めて知りました。

「経済的な困難と高等教育の学び」に関心を持ちながら大学で過ごせば過ごすほど、より包括的

な支援制度の早期確立が必須であると考えさせられます。 

　ところで、博士課程に在籍しながら、いくつかの大学で授業科目を担当すること、これはとても

恵まれた立場であります。実力だけでは如何ともしがたく、はっきり言ってしまえば、運です。ただ

し運良く働けても、決して同世代の人並みな生活は送れません。私たち大学院生、そして非正規

雇用の研究者たちは、人生と実力をかけて研究を続けています。 

　が、その私たちが生活の糧を得るため、専門を活かして仕事する、つまり研究職に就職するこ

とですが、最後は運要素が大きいという現実は、実態に即して知られていないと考えます。 

　周囲の理解を得られず気を病んでいく友たち。気のいい、同世代の研究仲間がうっかり口にし

た「研究成果は自分の方が出てるのに、お前は恵まれてるよな」という一言。私の周りには、「運

も実力のうち」という言葉に抑圧された人びとの苦しみと呪いで一杯です。大学において、私たち

は既に分断されているのです。 

　本日お集まりのみなさんは、何かしら若者を助けたいという気持ちがあってのことと思います。

しかし、どうか忘れないでください。「想像も及ばない」ことは、必ずあるものであり、そしてその具

体とは、絶えず私たちの想像力の外にあるものなのです。 

　私が、大学の授業科目は学費さえ払えば誰でも自由に履修できるだろうと考えていたように。

日ごろ付き合っていて、まさか他人を傷つけるようなことを言うわけがないと確信できるその人の

心の奥底に、表に出せずにいるドロドロした感情が、実は眠っているように。 

　自分が知っている事実だけで、ある問題のすべてを分かった気になってしまう危険性は、共通

の見解を作れるでしょう。だからこそ、表に上がっている苦しみを「掬う」という思考の支援だけで

は不十分だと伝えたいのです。上がっている声に誠実に耳を傾けたうえで、その現実の「外」にま



で想像を広げ、より包括した支援の形を目指すという発想によって、初めて救われる学生の存在

は、決して少なくないはずです。そのような支援は、「選択と集中」の理念に反する、「非生産的」

な方法なのでしょうか。 

　一人でも多くの学生・若者が救われて欲しい。お金を気にせず学び、幸せに日々を送ってほし

い。この願いは、「非効率的」で間違っているのでしょうか。 

　順番をつけている場合ではありません。学生たちはまさしく生のあやうさに晒されており、「選

ぶ」余裕なんてないのです。可及的速やかに、包括的な学費値下げの方策を！以上です。 

 



⑥吉川弘晃（明星） 



⑥世界各国「学問と近代」風前の灯 
どう生きていきたいか 
吉川 弘晃（明星大学国際教育センター・特任講師） 
 

明星大学の吉川でございます。訳あって画面越しでの参加とあいなりますが、どうかご勘弁ください。 

「末は博士か大臣か」。いくら建前ではあれ、そうした物言いが力をもった時代がございました。誰もが自

由に学問をして幸せになれる。それもある職能集団で働くための「技能」ではない。人間が人間を治める

方法としての「学問」です。かつては「徳」をもつ選ばれた者にしか許されなかったこの営みを、身分を問

わずに全員に開くことで、「万人が万人の主人であり奴隷である」、考えてみれば奇妙な政体、「民主主

義」ははじめて可能になったのです。 

大学を頂点とする学校社会は、この国で150年以上、犠牲や格差を生み出してきた一方、国民すべてに

限りない探究の場をもたらしてきたことは確かです。 

翻って今日、世界各国の「学問と近代」はご覧の通り、風前の灯です。大学で腰を据えて物を考えること

への風当たりは強まっていますが、私の専攻する歴史学に限ってみても、ポストや研究時間の削減に

よって、各分野が時間をかけて紡いできた研究・教育の伝統が、昨日もひとつ、今日もひとつ、明日もひ

とつ、櫛の歯が欠けるように、消えていくのを目にせねばなりません。任期付講師である私も他人事で

はございません。 

この怒りと悲しみを共有する人々が心をひとつにする。決起集会とはそういうものでしょう。しかし同時に

私は、この場の勢いある言葉が、内向きの螺旋を描くあまり、外で聞いている大多数の人からすれば、

単なる学者・先生のポジション・トークだと誤解されてしまうのを恐れているのです。 

 

要望書曰く、大学の経営は火の車、教職員には十分な給与も時間もなく、現場は人手不足で、施設維

持も限界、一定の研究水準と教育環境のためにお金がどうしても必要だが、学生も大学も貧しい。そこ

で国家に財政出動を頼みます。ということはステークホルダーを握るのは国民です。その半数近くは大



学教育には関わっていません。彼らを含めた国民全体をどう説得すべきか。そしてただもらうだけでな

く、国民全体に対して大学は何を提供することができるか。そこのところを、お仕着せの言葉ではなく、

互いに伝わる言葉で、かつ忌憚なく話しあっていきたい。それが正直な所感です。 

そこで緊急行動の3つの要求（①学費値上げ撤回、②高等教育無償化、③奨学金負担の軽減）に心か

ら賛意を表明しつつ、さらに二つの論点を共有させてください。 

⒈ 留学生への学費値上げは人種差別であるか？ 

民族や人種に関わらず誰もが教育を受けられることは理想です。しかし日本語能力が不十分なまま多く

の留学生を受け入れた結果、教育現場が混乱する事例、また国際化の名の下に英語化をむやみに推

進し、需要と供給のミスマッチに至る事例を耳にします。日本の大学は、日本国民と全世界にとって、ど

ういう段階を踏んで貢献できるか、（日本語教育の機会提供を含め）その上で留学生や難民・移民出身

の学生を包摂する方策を慎重に検討すべきです。 

⒉ 大学と社会の緊張関係をいかに結ぶか？ 

学生の自由は、大学と社会の互いの信頼の上にあることは忘れてはなりません。社会の側からすれ

ば、彼らが多少バカやっても人間として大事なことを学んでいるわけだから長い目で見守ってやろうと。

とはいえ、学生が何もかも保証された存在だと見られてしまうのもどうか。時間の貧困はいけませんが、

少しはバイトをして経済という名の世間に触れ、それを大学での学びの糧にするという考えもあります。

「金はないけど暇はある」。誤解を恐れずにいえば、そうした緊張感のある学びの特権的自由を、どう

やって私たちの常識にしていけるでしょうか。 

問題は多岐に渡りますが、ともかく、私たち自身が大学をどういう場所にしていきたいか。究極のところ

私たちはどう生きていきたいのか。一人ひとりの欲望の方向がこの世界の歴史を創っていくはずです。 

この声を聞いてくださる皆様に敬意と謝意を表します。 



⑦兵頭淳史（専修） 



⑦社会の貧困化 
意欲ある人々が学ぶ展望を失う 
兵頭 淳史（専修大学経済学部生活環境経済学科・教授） 
 

　私は今、大学の労働組合代表として学校法人当局に対して賃上げを要求して闘っています。私

の勤務する大学に限らず、多くの大学法人は、激しいインフレ状況が続いているにもかかわら

ず、賃金のベースアップをかたくなに拒否する姿勢を貫こうとしています。 

　さらに、教職員への任期制の導入や雇い止め、非正規雇用への置き換えなど、雇用を不安定

化させる人事労務政策をいっそう推進させつつあり、大学の教職員の賃金・労働条件全般にわ

たる実質的な切り下げ攻撃を強めています。 

　そうした態度をとる理由として、各大学の法人当局が必ず挙げるのが、「18歳人口が減少して

ゆくのでこれから大学財政はますます厳しくなるので、人件費は抑制・削減せざるをえない」とい

うことです。 

　国立大学の場合、さらにこの背後に、国家財政の危機を理由とする、また長年にわたる「選択

と集中」を前面に打ち出す文部科学行政の下、運営費交付金が削減されつづけているとういう問

題を挙げることができるでしょう。 

　しかし、大学の将来を危うくするものは「18歳人口の減少」ではなく、社会の貧困化により、若者

を中心に意欲ある多くの人々が学ぶ展望を失うことではないでしょうか。 

　多くの大学の経営体が、「18歳人口減少への対応」「財政危機」を理由に、片や教職員の賃金・

労働条件、研究条件を切り下げて、大学の教育・研究の質を低下させ、他方では、ただでさえ高

額な学費をさらに引上げることを通じて、学びたい、学ぶことを必要とする人々の可能性を狭め、

奪い、またなんとか入学に漕ぎつけた学生にも長時間のアルバイトを余儀なくされるような状態

を作り出しています。こうしたやりかたは、研究・教育機関としての大学のさらなる貧困化をもたら

すものに他なりません。 

　「18歳人口減少」「財政危機」対応を印籠として、不毛な競争と、学び働く条件の切り下げをひた

すら強いる先に、日本の大学の未来は決してありません。 

　今こそ教育・学術研究への公的資源投入の大幅拡大によって、大学の教育・研究条件と、労働

条件の改善、学生の学費負担の軽減を実現しなければならないのです。国公私立全ての大学に

学び・働く人々の団結と連帯によって、教育・研究に対する公的支出の大幅拡大と学費引上げ阻

止、労働条件の引上げを、共に実現してゆきましょう。 



⑧杉田真衣（都立大） 



⑧数十円のために歩く 
学生たちは孤立していた 
杉田真衣（東京都立大学・准教授） 
 

　大学で教員をしている一人として困ってきたことについて、申し述べたいと思います。 

　私が所属している教室の必修の授業で、高校の見学に行った時のことです。帰りに学生たちと

ともにその高校の最寄り駅に近づいたところで、一人の学生が、隣の駅から乗ったほうが電車賃

が安くなると言って、皆と別れて違う方向へと一人歩いて行きました。 

　1駅の電車賃の差は数十円です。もしかすると他に理由があったのかもしれませんが、別の方

向へと歩いて行くその学生の後ろ姿を見ながら、必修の授業であるのだし、学生が直面している

現実を考えれば、交通費を支給したほうがよいのだと思わされました。 

　「交通費は出ないですか？」と学生からたずねられたこともあります。遠方にある高校の見学を

するのはどうかとゼミで学生たちに提案した時にも、旅費の捻出が難しいという声が挙がって、行

くことにはならなかったという経験もしました。 

　授業のレポート課題として書籍を読むことを課す際には、安価であるか、また大学や近隣の図

書館に入っているかを確認してから書籍を選ぶようにしています。このように、大学で、決して高

望みではない、当たり前の教育を保障しようとしても、学生の経済的な事情が立ちはだかるので

す。 

　また、私は教職課程の運営に携わっているのですが、総合大学である弊学では教員免許を取

得するのは「オプション」であるため、教職にかかわる授業はどうしても、午後5時50分に終わる5

限と、7時30分に終わる6限に設定せざるを得ません。このことは、アルバイトで学費や生活費を

まかなっている学生にとっては、高いハードルとなります。 

　経済苦など子どもたちの多様な背景を認識、理解できる教員になれるはずの学生たちの中に、

教員免許の取得を諦めなければいけない人がいるとしたら、社会にとって大きな損失になりま

す。 

　以前、学費と、家賃を含む生活費をすべて奨学金とアルバイトでまかなっていた学生が、自分

と同じような境遇にある学生たちの現状を明らかにする卒業論文を書きました。インタビューに協

力してくれたある人は、インタビューが終わったあと、「話を聞いてくれてありがとう」と言ったそう

です。似た状況にある学生たちは実はたくさんいるのに、それほど自分の事情を話せず、孤立さ

せられていました。 

　いま、たくさんの学生の方たちがつながり、ともに声を挙げていることを素晴らしいと感じます。

とともに、一大学教員としての責任もいっそう感じています。今日発言の機会をいただいたことに

感謝します。 



⑨原直史（新潟） 



⑨「学費、家賃、生活費が安い地方国公立大学に」 
固唾を飲む保護者 
原 直史（新潟大学人文学部人文学科・教授） 
 

　新潟大学からやって参りました原と申します。地方国立大学の現状を踏まえて、連帯の挨拶を

させていただきます。 

　新潟県は大きな県ですので、県内出身の学生でも、多くが大学の周辺に下宿をして通学してい

ます。首都圏や関西圏と違って、公共交通機関の便も悪いので、同じ新潟市内の学生も下宿を

したり、家庭の支援を受けて購入して貰った自家用車で、大学付近の月極駐車場の料金を払っ

たりしながら―これは、大学内の駐車場スペースが、原則教職員（及び一部の認められた学生）

のみにしか開放されていないという事情があります―、通学しているのが現状です。 

　さらに学生の半数以上は、近隣の東北・関東・甲信・北陸地方をはじめとした、他県からそれこ

そ全国的に集まってきた学生で、もちろん下宿をして通学しています。聞くとほとんどの学生が、

「学費の高い私大、あるいは家賃・生活費が高い首都圏の大学には通わせられない。せめて学

費と家賃・生活費が安い地方国公立大学に入学して欲しい」という、ご家族の期待に応えて、受

験勉強を頑張り、入学してきたのです。 

　幸い新潟大学では、執行部は学費値上げの議論は時期尚早だと考えているようです。しかし広

島大学など、すでに値上げの方向を打ち出している地方国公立大学もあり、全国の高校生の保

護者の皆さんは、固唾を飲んでいると思うのです。 

　義務教育はもちろん、中等教育そして高等教育も含めて、基本的に無償とし、全ての国民、多

様な人びとがアクセスできるようにすることは、よりよい未来を作るための政治の責務であり、今

や基本的人権のひとつを構成します。国際人権規約に、高等教育の漸次無償化が謳われたの

はそのためです。日本政府はこの条約を批准しながら当該条項の実施を長くサボタージュしてき

ました。是非今こそ、大きな声をあげて、実現に向けた施策を求めましょう。 

　私は今のこの一連の運動が、自分たちの置かれた状況への疑問や、真摯な問いかけに基づ

いた、学生さんたちの自主的な行為から、自分たちを大学を構成し運営に責任をもまたつ正当な

主体のひとつと位置づけて、議論し行動する、素晴らしい活動を続け、育ててこられたことに、深

く尊敬の念を抱いています。かつて1970年代までの学生運動は、大きな犠牲も払いつつ、「全構

成員自治」という大学自治の原則を、皆が共有する成果をも生みました。 

しかし国立大学法人化政策をひとつの大きな山場とする政府の一連の大学政策のなかで、職員

は文科省のいいなり、教授会の自治も奪われ、旧来的な学生の自治会活動も頭打ちとなって行

きました。 

　そのなかで、新しい感性で、あらたな全構成員自治の理念のもと、活動を大きく広げて言ってい

る皆さんに、こころから敬意を表し、連帯の挨拶を送らせていただきます。 



学生スピーチ② 



  (2)東北大学学生 

  (3)千葉大学工学部4年 

  (4)早稲田大学学生 

  (5)静岡大学学生 

  (6)松野有莉、武蔵野美術大学大学院生 

  (7)高柳摩季、東京大学新領域創成科学研究科修士2年、東京大学学費値上げ反対緊

急アクション 

  (8)九州大学院生 

  (9)唐井梓、お茶の水女子大学大学院博士課程1年 

  (10)東京大学総合文化研究科院生、東京大学学費値上げ反対緊急アクション 

  (11)国際基督教大学学生 

 

オンライン 

 (12)大阪大学院生、大阪大学の留学生学費値上げに反対する学生たち 

 

代読（金澤） 

 (13)東京大学総合文化研究科院生、東京大学学費値上げ反対緊急アクション 

(14)佐藤雄哉、東京大学院生、東京大学学費値上げ反対緊急アクション 

 

ビデオ 

(15)大阪公立大学院生 



（2）東北大学学生 



（2）20年の選択と集中が捨てたもの（東北大学学生） 
 
　東北大学の学生です。私からは、この20年間続けられてきた選択と集中政策が、学生に与える
影響について話そうと思います。 
　大学における選択と集中の中身は、幅広く一律に分配される基盤的資金の削減と、競争的資

金の拡充です。2004年の法人化以降、国立大学は運営費交付金を年々削減され続けるととも
に、その分配にも成果に応じた傾斜がつけられて一律に保証される金額はどんどん少なくなって

いますが、このことはまさに、今学費値上げの波を呼んでいる直接的な要因にほかなりません。

かわりに拡充される科研費などの競争的資金は用途が厳しく制約される上、常に研究成果が求

められるため、自由に教育に充てられるものではありません。国から教育費がもらえないために

大学は授業料収入に頼らざるを得なくなっているのですから、学生も選択と集中における「選択

されない側」であると言えます。 
　そのことは、国際卓越研究大学に選ばれた、いわば「選択される側」の典型である東北大学に

いてもなお感じます。昨年東北大学が公表した改革計画の中では、学生への支援拡充に言及す

る項目もありました。しかしながら、そこで経済支援の対象となっているのはもっぱら博士学生

で、学部生や修士学生への支援についてはほとんど言及されていません。もちろん日本の博士

学生の収入が低すぎることは事実ですから支援拡充は必要ですが、当然ながら博士進学を望む

なら学部と修士の学費を出せなければいけないという構造はそのままです。専門的な人材確保

のために、博士まで残った学生には投資するが、学部と修士は自己負担で行ってくださいねとい

う方針は、高等教育の機会均等の実現とは性質が異なるものだと言えます。当然、この影響は

身近なレベルでも目の当たりにする機会が多く、例えば私のある友人は学部時代から貸与型奨

学金を借りていて、これ以上借金を増やせないからと学部で出ていく選択をしました。また、私自

身も修士の学費をどのように工面するか決められていません。このような行き届かない支援を見

て思うのは、国際卓越大という「選択される側」の中にいても、研究成果や経済的利益に直結し

ない「権利としての高等教育」の尊重は期待できないということです。 
　選択と集中批判として一般的に言われるのは、それが研究力向上のための施策として不合理

であるということです。たしかにその主張は真っ当で、研究に携わる人が安心して食っていける環

境を整備せずにどうやって研究力の底上げなど図れるのだろうかというのは私も強く思います。

しかし、学費負担軽減の意義というのはそれ以前の問題です。なぜなら、高等教育とは社会に資

する営みであると同時に守られるべき権利であり、誰もがアクセスできることそれ自体に価値が

あるからです。それはコストベネフィットの計算によって切り捨てられて良いような性質のものでは

ありません。 
　国際卓越大に認定された東北大学の改革計画には、軽視されがちな基礎研究や人文社会学

分野の尊重や、若手研究者の待遇改善が大々的に盛り込まれていることから、これまでの選択

と集中政策の反省を一定踏まえたものではあるようです。もちろんその実態がどうなるかは今後

注視する必要がありますが、少なくとも学内の研究環境の向上は期待できるのかもしれません。

しかし、そこにおいて教育の機会均等という観点が軽視されていることは明白であり、それは選

択と集中という路線が根底にある限り避けようのないことだと感じます。私たちは、学生の立場か

らその政策の下で切り捨てられる人の存在を可視化し、この20年間取られてきた学術政策の根
本的な転換を求めます。今日お越しの皆さんには、ぜひその切実な声に耳を傾けていただくよう

要望いたします。 
 



（3）千葉大学工学部4年 



（3）学費値上げに加えて寄付を集める（千葉大学工学部4年） 
 

　皆さんこんにちは、私は千葉大学の学生です。 

　千葉大学では、2020年度入学の代から、それまで他の国公立と同様の年間53万5800円から

年間64万2690円へ、約11万円の学費値上げが行われました。なおこの金額は、昨年話題に

なった東京大学の学費値上げ案と全く同様のものです。 

　そこで私からは、実際に学費値上げから数年経ってどうなったか、千葉大学の現状を共有させ

ていただきたいと思います。結論から申し上げますと、この値上げに見合うような恩恵は受けられ

ず、むしろ「学生」そして「大学」ともにお金に苦しむ状況ができてしまっています。 

　まず学生の状況に目をやると、学費値上げに見合う恩恵や、当初言われていた貧しい学生へ

の支援が行き届いておりません。「優秀な博士課程の学生を国が支援する「学振DC」の採択者

が全額不採択になり、生活保護レベルの生活を余儀なくされている」「授業料免除の審査の基準

は学生に開示されておらず、翌年度以降の生活保障がない状態が永遠に続くため、学びの道を

諦める優秀な博士課程の学生が後を断たない」といった話が、ここ数年でも出てきています。こ

のように、学費値上げ騒動以前に入学した学生が、現在博士過程に進んだはいいものの、金銭

的に苦しみ研究どころではなくなっているケースがあります。 

　各研究室における研究費の不足も深刻な問題です。現在ほとんどの研究室において、大学か

ら支給される研究費では到底資金が足りず、競争的研究費や寄附金、企業からの共同研究費な

どの外部資金に頼っているのが現状です。これでは、資金のある研究室とそうでない研究室が

生じ、資金のある研究室は成果を出してさらに研究費を獲得する一方、資金のない研究室では

成果が出せず引き続き資金繰りに苦しんでおり、格差拡大の悪循環が生じています。 

　そのため、研究室配属の際には、どの研究室が資金を持っていてどれが持っていないのかと

いう「情報戦」が学生間で繰り広げられていました。本来、利益度外視で基礎研究ができる機関

であるはずの国立大学において、このようなことが起きてしまっているのは、恥としか言いようが

ありません。 

　全学的な目線で見ても資金不足は深刻です。近年では大学から学生の保護者に向けて「寄付

してください」という旨の手紙が不定期に届いています。既に11万円多く払っているにも関わら

ず、さらなるお金を学生の親に求めているということです。東京大学でも、一昨日の読売新聞の

インタビューにて、学長が「寄付金は伸びしろが大きい」と発言していました。 

　国のお金で運営されるはずの国立大学が寄付金に頼らなければいけないこの状況は、大学間

の格差や裏口入学のリスクなどを高めるものであり、早急に改善すべきです。 

　このような状況の中、昨年7月、学長より大学全体にメッセージが送られました。一部抜粋して

お伝えします。「日本の国立大学は2004年に「法人化」されました。それ以来、国からの経済的

支援が徐々に減少してきました。その分を外部資金などで補っているのが現状ですが、比較的

自由に使えるお金は減り続けており、その上、物価や光熱費の高騰も加わり、現場が教育・研究

の基本的活動に支障を感じるようになってきました。千葉大学の中でも、各学部に特有の課題の

ほか、「退職した教員の後任を自由に雇えない」「校費が足りない」「施設・設備が老朽化してい



る」「電子ジャーナルが契約解除されて困る」など、全学に共通するご苦労をお聞きしました。」と

のことです。 

　これらの事象の背景には、物価高や円安の影響があることは間違いないでしょう。さらに近年

の急速に変化する社会の中では、情報系人材やグローバル人材の育成をはじめ、大学として新

たに投資しなくてはいけない領域があります。これらの結果、ここまで述べたように、大学と学生

がともに経済的に苦しい立場に置かれ、基本的な足場固めが失われている状況にあります。 

　このような現状を打破できる、唯一の解決策は、国や政府が、物価上昇などの社会的状況を踏

まえ、必要なだけの資金を各大学に提供することです。他の学生のスピーチからもわかるよう

に、これ以上のいかなる学費の値上げも、今の学生にとって受け入れられるものではありませ

ん。学生やその家族にとって、年間11万円というのは大金です。学生はお金がない、大学もお金

がない、ならこれを救えるのは政府のみです。先進国であり続けるために欠かせない、大学の教

育研究活動を。政府の力で守って頂きたいです。 

　ご清聴ありがとうございました。 



（4）早稲田大学学生 



（4）個人・大学の学問の自由が危険に（早稲田大学学生） 
 
早稲田大学では、昨年度の学部1年生、私の代から学費が年間8万〜14万円値上げされまし

た。さらに、今年度からは修士課程の学費が年間5万〜12万円値上げされました。これらの学費値
上げについて、大学から学生や受験生に対する説明は全くありません。そのため、多くの学生・受
験生は学費が値上げされていることを知らない状態です。私自身も、大学入学後に学費問題に
関心を持つまでは知りませんでした。当事者である学生の声を聞かずに学費を値上げした上に、
値上げしたという情報すら公開されないのです。これは全く不当なことです。 
さて、これらの学費値上げを止め、学費負担を軽減していくためには、高等教育予算の拡充が

必要です。しかし、現在行われている大学に対する財政支援制度の中には、大学の自治を脅か
す恐れのあるものがあります。例えば、早稲田大学も認定を目指している「国際卓越研究大学制
度」は、大学に対してガバナンス強化を求めるとともに、政府から大学への介入を強めるという点
で、大学の対内的・対外的な自治を圧迫するものです。また、「安全保障技術研究推進制度」な
ど、政府によって大学が軍事研究に誘導される危険のある制度もあります。 
このように、個人の学問の自由、そして大学における学問の自由は、学費問題をめぐってより一

層危険に晒されています。これは学生だけでなく、教員にとっても重大な問題だと思います。学問
の自由に関して、学生と教員は同じ立場にあります。学生と教員が連帯し、高等教育予算の拡
充、学費無償化を求めていく今回の集会は、非常に大きな意義があると思います。 
最後になりますが、要請書は「本要請の実現のため、お力を貸していただきたく存じます。よろ

しくお願いいたします。」と締め括られています。しかし、そもそも私たちは何故お願いしなければ
ならないのでしょうか。政府に要請するのであれば、まずは今まで何をやってきたか分かっている
のか、何故今まで声を聞いてこなかったのか、というところから始めなければならない。真摯に受け
止める、適切に対応していく、と不毛な答弁を繰り返す横で、私たちは進学を断念し、アルバイト
漬けになり、借金を背負わされています。それにも関わらず、何故お願いしなければならないので
しょうか。本来なら「よろしくお願いいたします」なんてあり得ないのです。私たちにはまだ予算を決
める力はないので、今ある力を振り絞ってお願いをしています。しかし、学生・教員をはじめとする
全ての人たちの連帯がさらに強くなれば、私たちはさらに大きな力を持つことができます。絶対に
これ以上声を消させないために、そして私たち自身が力を取り戻すために、連帯の基盤を共に
作っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。 



（5）静岡大学学生 



（5）地域へ影を落とす学費値上げ（静岡大学学生） 

　今日は静岡から来ました。私がここで述べたい論点は、「大学の偏在・大学空白地帯」の問題、

「大学の財政難」、「地方国立大学の使命」です。 

　まずは大学の偏在について、度々指摘されている東京一極集中に限らず、地域中核都市以外

になると大学の数が激減するということも重大な問題です。私の地元静岡を例にご説明します。

ご存知のとおり静岡県というのは東西に長く、西部中部東部それぞれに100万人規模の都市圏
が存在します。しかし、文理にまたがる「総合大学」は国立の静岡大学、公立の静岡県立大学、

私立の常葉大学の3校しかありません。県西部の一大都市である浜松市には、静岡大学の工学
部・情報学部、浜松医科大学、人文系の公立大学である静岡文化芸術大学、それらに加えて私

立単科大学が2校あるのみです。政令指定都市である浜松市がこの有様、高等教育の需要を十
分に満たしているとは言えないでしょう。かたや県東部は、そもそも本部を置く大学が存在せず、

実家から通える範囲に医学・工学などが学べる大学が存在しません。これより厳しい環境がいく

らでもあることは重々承知のうえですが、人口第10位とそれなりの規模である静岡県に大学のエ
アポケットが存在しているというのは、住んでいる人間でないと見えてこないのかなと思います。 

　地方国立大学の置かれた現状を端的に言えば「極度の財政難」でしょう。静岡大学が発表して

いる財務資料をみると、2024年の収益は2010年と比較して約5億円減少しています。要因は言
うまでもなく運営費交付金の減少です。総収益の3分の1を授業料等が占めており、中小規模の
国立大学は授業料収入頼みの大学運営になっていることがわかります。このような大学の目に

昨年の東京大学授業料引き上げはどのように映ったでしょう。費用は収益と対応しますから、物

価高騰や働き方改革、デジタル化といった状況下でありながら、今までよりも小規模の予算しか

組めません。その結果として古い設備は更新されず、教員の補充がされないなど教育の質低下

に繋がっています。移転から半世紀が経ち老朽化した建物の補修・建て替えには国の支援が必

須ですが、補助金はほとんど採択されません。 

　地方国立大学が担う役割とはなんでしょうか。多くの方は「出身地や経済状況にかかわらず高

等教育を受けられることを保障すること」のような感じで考えたのではないでしょうか。私もその一

人です。しかし、最近の政策は違う観点から行われているようです。国立大学強化プランにより、

ほとんどの地方国立大学は掲げるミッションを「地域のニーズに応える人材育成・研究」と類型化

されました。これに基づいた研究目標を掲げ実行しているかが運営費交付金の予算配分に大き

く影響しています。さらに「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」では各大学
の特色を生かした取り組みに支援を行うとしています。J-PEAKS含めて競争型資金の採択率が
低すぎるという問題もあるのですが、地方国立大学の将来像として特定の分野で卓越性を持つ

ことや産官学連携の推進といったことが挙げられていることが重要です。「良い大学」は優れた教

育にあらず、と言っているも同然です。特定の分野にのみ資金投下が行われれば他の分野はど

うなるのでしょうか？地域の多様な学問ニーズを無視するのでしょうか？そもそも地域貢献は先

端技術のみならず、コミュニティ形成、郷土史、科学の知見など多くの分野の視点が必要です。

傍目で有益そうに見える技術にのみ資金を出すというのは正しいのでしょうか？ 

　地方国立大学は厳しい財務状況にありながら、授業料引き上げは行なっていません。それは

所得水準や最低賃金の低い地方で学費値上げをしてしまったら、多くの人の進学機会が失わ

れ、将来的に地域へ大きく影を落としかねないことと分かっているからです。しかしこのままでは

大学も持ち堪えられません。今必要なのは国の教育予算拡充です。 



（6）武蔵野美術大学大学院生 



（5）不平等、差別、沈黙、服従（松野有莉、武蔵野美術大学大学院生） 

　私たちは、武蔵野美術大学で導入された「留学生修学環境整備費」に関する制度私たち
武蔵美修学環境整備費反対の会は、武蔵野美術大学で導入された「留学生修学環境整
備費」について、学生と関係者の立場から声を上げています。 

　この整備費は、2025年度より留学生を対象に年間36万3,000円、4年間で145万円を超
える金額を通常の学費に加えて更に徴収する制度です。 

　しかしながらこの決定に際して、当事者である留学生へのヒアリングは一切行われず、費
用の使途や導入理由の説明も不十分なまま進められました。この問題は、一大学の学費
問題にとどまりません。 

　そこで反対の会は2025年4月5日、武蔵美理事長・長澤忠徳、学長・樺山祐和に対し「留
学生修学環境整備費に関する要望書および公開質問状」と署名230通、アーティスト・大学
関係者による賛同文を提出しました。 

　またこれにあわせて助手助教有志からも賛同表明が提出されています。 

　しかし 3週間後に武蔵野美術大学総務チームよりメールにて受領した公開質問状への
回答は、私たちの質問項目を無視し具体的な説明や回答を欠いたもので、内容は要望・質
問への対応とは言い難く、大変遺憾におもいます。 

　私達は整備費の使用用途や具体的な資料の開示、説明会の実施を求めましたがそれら
については一切触れられず、新年度留学生への個別面談を予定しているのみです。 

　留学生学費値上げについて「海外でも、留学生の学費が自国の学生の学費よりも高額で
あることは普通なので問題がない」という意見を多く耳にします。一部の国では確かに留学
生と自国学生の学費に格差がありますが、それは自国学生が公立学校を支えるための税
金を家庭から納めているからです。 

　その背景を無視し、留学生に特別費用を新設する武蔵美の突然の決定は、世界的に見
ても非合理的な施策であり、決定に至るまでの経緯を含めて批判されるべき点が多くあり
ます。 

　整備費の導入により、学内では学生同士の分断が生まれています。「留学生は支援を受
けている存在だから、負担は当然」といった認識が広がり、差別的な言動や誤解が日常的
に交わされている現実もあります。 

　友人の留学生Rさんは、整備費施行以降、大学が偏見と外国人排除的な思想が共有さ
れている環境になっている現状をまのあたりにしたと話していました。新入生の「留学生っ
てお金持ちだよね」「外人多くないか」というような発言を学内で度々耳にし、発言が周りの
共感を得ている状況を目の当たりにしたといいます。大学が最早心理的安全性が保たれ
ない場となっているのです。 

　Rさんは、アルバイトをしながら大学院に通い、大変優秀な成績を納めていますが、整備
費の施行によって、同学での博士進学を諦めざるを得ませんでした。「修学環境整備費」
が、留学生を能力と学習意欲ではなく、経済力によって選別するシステムであることが、現
れた事例です。 



　この問題は、日本の留学政策とも地続きです。少子化により多くの大学が経営難に直面
し、留学生の受け入れが急速に進められています。しかし、数の拡大と裏腹に、実際の受
け入れ体制や支援制度は追いついていないのが現状です。 

　更にこのような制度設計の歪みが起きる背景には、美術大学という環境に特有の、閉鎖
的で上下関係の強い組織文化があります。 

　私たちが通う武蔵美では、学生からの声が制度に反映される制度がほとんどありませ
ん。それだけではなく、教員やスタッフもまた、声を上げにくい環境に置かれています。 

　美術大学では、卒業生がそのまま大学内で職を得てキャリアを築くという昇進のルートが
制度的・文化的に定着しており、外部からの多様な視点や新しい知見が入りづらい、非常
に閉じた構造になっています日々の授業や対応の中で学生の立場からもはっきり見える
ほど明白です。 

　加えて学生、教職員、そして運営側の間に健全な緊張感や対話の文化が育たず、上意
下達型の運営が常態化し、制度に対する疑問を公にすることすら躊躇せざるを得ない現実
があります。 

　本来であれば、知を育むべき教育機関が、内部の自由な議論すら許さない空気を持って
いるということ自体が、極めて深刻な問題です。 

　教育機関は、不平等や差別、沈黙と服従によって成り立っていてはならないと、私たちは
強く思います。武蔵美で起きていることは、日本の教育の将来を考えるうえで、決して無視
できない重要な社会的トピックです。私たちは改めて、国籍による学費差別の禁止を求め
ます。 

　どうか、この問題に耳を傾けていただき、よりよい制度のあり方について、共に考えてい
きましょう。 

 

 

 

 



（7）東京大学新領域創成科学研究科修
士2年 



（8）病気や障害を抱える学生に安心を（高柳摩季、東京大学新領域創成科学研究科修士2
年、東京大学学費値上げ反対緊急アクション） 

　東京大学修士2年の高柳摩季です。本日は私自身の経験を伝えることができればと思い、この
場に立っています。 
　高等教育の学費無償化に向けた院内集会は今年2月にも行われました。そこでも私は今のよう
にスピーチをする予定でしたが、その直前に持病が再燃して入院してしまい、代読してもらいまし

た。 
　ちょうど6年前に発症したこの病気は難病で、学業と闘病生活の両立のために、留年したことも
あります。長期履修制度を使って修士課程も3年目になりますが、2月の入院により、現在は休学
中です。 
　退院直後の休学手続きは大変なものでした。2月というタイミングがギリギリだったのです。4月
からの休学で授業料を免除するためには、退院から数日以内に家族や指導教員、大学事務など

と連絡、相談、書類の手続きまで終えなければなりませんでした。 
しかし、退院したとはいえ静養が必要なことに変わりはありません。頭も体もうまく動かない上、

精神的にも追い込まれて“退学”の二文字が脳内を占領する中、周囲のサポートを受けながら
――今ここにいる学生たちも背中を押してくれましたが――なんとか完了させました。 
　東京大学は授業料区分に合わせた休学を決められた期日までに申請すれば授業料は免除さ

れます。授業料区分というのは、4月または10月スタートの6ヶ月のことです。しかし、中には休学
中であっても学費の支払いが必要となる大学もあります。そもそもこのシステム自体にも疑念が

湧きますが、学費が低廉であれば、無償であれば、退院直後の心身に鞭を打つことなく、もっと

穏やかに休学手続きを終えられたでしょう。幸いにも私はなんとか乗り越えられましたが、それは

結果論でしかありません。少しの状況の違いで、結果は全く異なっていたでしょう。 
　遡りますが、6年前の5月に私が初めて病気を発症した際、別の大学にいましたが、授業料区
分による休学の手続きは既に締め切られており、授業料を支払う必要があると言われました。一

度支払った授業料は返還されないという説明を受け、休学することの意義を見出せないほどでし

た。 
　これらの経験から、私は強く確信していることがあります。高等教育の学費無償化は、経済的

な理由で学ぶ機会を諦める人をなくすだけでなく、病気や障害を抱える学生が安心して学業を続

けられるための重要な基盤となります。誰もが安心してそこにいられる。そのような社会こそが、

真に豊かで活力のある社会だと信じています。 
 



（8）九州大学院生 



 

（9）予算拡充、安価な自治寮の整備を（九州大学院生） 

 
　私は2021年度から24年度まで琉球大学で学部時代を過ごし、今年度から九州大学に入学しま
した。 
　両大学ともに、正式な授業料値上げの検討はまだなされていません。しかし共通して「学費」の
問題があります。琉球大学は沖縄県における交通機関の本数・時間的安定性の乏しさもあり、6
割以上の学生が自動車で通学しています。このような中、琉球大学は大学財政の厳しさ・施設老
朽化を理由に学内の駐車場を有料化し、利用者のうち教職員に年最大24000円、学生に年6000
円を課そうとしています。この問題は有料化それ自体にとどまりません。琉球大学には家から片
道1時間以上かかる遠方通学者、バス事情故に自動車なしには通学できない人、経済困窮者、
21時台の最終バス後も研究に勤しむ学生・教職員などがいます。また琉球大学では交通の便が
悪い地域、例えば本島北部ほど経済的に困窮しているケースが少なくなく、彼らはさらなる負担
を負うことになります。これら弱者に対する減免措置を経営担当理事は、それに要するコストによ
りさらに料金を上昇させる、稼ぎにならないとして一蹴しています。大学理事が教育を受ける権利
を侵害する発言をしたことは当然問題です。しかしこれら問題の背景には国立大学が運営費交
付金を減らしたことで厳しい財政状況に追い込まれたこと、学生が大学近くで生活できる安価な
寮がなくなったことがあります。 
　交通問題・学生生活のための施設の乏しさは九州大学も同様であり、キャンパス周辺からスー
パーのある駅周辺までいかなければ食料品・食事すら満足に得られず、そのためには現在の多
額の家賃光熱費に加えて交通費も出さなければなりません。また物価上昇に加えてバスの運賃
も相次いで値上げがなされており、学生の負担は増す一方です。 
　琉大・九大ともに授業料値上げの問題は確かに出ていませんが、「学費」は上昇し続け、また
今後急増しようとしています。そもそも、国立大標準額に当たる年53万円の授業料を含めた現在
の学費は非常に高く、そこに生活費が入ることを考えると親からの支援や奨学金なしには学業・
研究を行うことは困難です。奨学金制度にも問題はありますが、特に地方大の大学院における
支援はそもそも存在しないこともあります。たとえばSPRINGに琉球大学は採択されていません。
もちろん大学独自の支援にも乏しいものです。この下で学生は家庭の収入額とは無関係に親か
ら大学や学部の選択・院進等の進路選択で強く拘束され、真に自分がやりたい学問をできない
構造が形成されます。2021年に流行語大賞入りした「親ガチャ」はこれの反映とも取れます。 
 
　政府は地方大学に「地方のニーズに応えること」「特色ある研究」を求め、また修士・博士の価
値を謳いますが、地方の学生が大学院の教育研究にありつけない状況です。親が学部の学費を
負担できても、院では無理とされた友人がいます。自分のやりたいことを親-学費の関係であきら
める人が多数います。 
　学生・家庭の負担軽減、さらには学生が親から経済的に縛らず自由に進路をとれる社会の実
現のため、高等教育予算・交付金の増額・安価な自治寮の整備を強く求めます。 



（9）お茶の水女子大学大学院博士課程1
年 



（10）全ての人にとって自分ごと（唐井梓、お茶の水女子大学大学院博士課程1年） 

　こんにちは。お茶の水女子大学大学院博士課程1年の唐井梓と申します。わたしは現在、商業
的セックスについて政治学の領域で研究活動を行う大学院生です。 
 
　2月の院内集会では、さまざまな立場の学生が共に切実な声を上げることで、問題の可視化が

進んだと感じています。しかし、これは「はじまり」に過ぎません。2025年度から値上げの当事者

になっている1年生を含め、全国で困難を抱える学生同士のつながりを確かなものとしていくこと

が必要です。本日の院内集会を、全国の学生・教員の皆さまがつながり、国家の税の使い方を

変えるという実現可能な目標に向け、共に行動するための一歩を踏み出す場にしたいです。 

　結論から言えば、わたしたち学生が望んでいるのは、 学生を含む市民への 「増税」ではなく、

現在の税金を適切に活用することです。前回の院内集会へのご反応としてあった「教育費補填と

いう要求は増税を行うべき」ということなのか、について、そのように応答します。そして、この問

題への関心を喚び起こしていくわたしたちの試みは、大学に通っていないひとにも通ずる、「公的

なお金」の使い方の是正と、市民の権利と自由の保障につながっていることを再度強調したいで

す。  

　家族主義に紐づけられた狭い射程の修学支援制度、教員の非正規化、大学のガバナンス問

題、教員や学生による「自治」への介入────学費値上げ反対のアクションは、さまざまな社会

の不公正と解決策を同じくしています。 納税の義務を果たしているわたしたちに対して、本当に

政府、官僚、国会議員は我々の代表としての責任を果たしているのでしょうか。わたしたちは、そ

のあり方を問うています。長年の政治不信のなかで、自己責任に慣れすぎた社会に、どのような

言葉が届くのか正直わたしにも見当がつきません。だからこそ、声をあげ続け、一緒に考えてい

けたらと考え、このアクションに関わっています。 

　文教ならびに科学技術振興費は2025年度の計上で約5兆円となっていますが、過去最大規模

の防衛費、8兆円には及びません。また、高等教育や研究のための教育費は「個人」あるいは

「家族」に任せれば良いという自己責任的風潮があります。「学ぶ権利」は誰しもに保障されるも

のにもかかわらず、確かな格差があり、現状それが保障されていると言えません。わたしもすん

でのところで、研究活動をやめることなく留まり続けていられる状況です。 

　わたしは当初、研究にかかる費用や物価は高まっているにも関わらず、国が定める「優秀さ」が

あったとしても、その鉤括弧付きの「優秀」な若手すら、毎月手取り16-18万円での研究活動を営

む生活が強いられている点についてご説明をしようかと考えていました。しかし、問題の根本は

もっと根深いところにあります。それは、研究職・学生の、勉学や研究といった社会を問う姿勢へ



の軽視や、そこに含まれるジェンダーの偏り、そしてそれらを是正してこなかった政治への不信

感や諦めです。 

　わたしの周囲では「女が研究者になるなんて」「家計が厳しいから諦めろ」といった言葉が聞か

れ、「研究って何になるの？」「自分で金を貯めてから行け」「好きなことをやっているくせにお金

が無いなんて言うな」といった、学問を志す人々への心無い言葉が立ちはだかっています。研究

は「楽しいことを突き詰める」だけでなく、社会に生きる人々の困難に立ち向かおうと、自らの生を

賭けて闘う抵抗の営みでもあります。そして、それは必ず社会に生きるひとびとに還元されるもの

です。だからこそ、わたしは友人たちと共に闘おうとこの場に立っているのです。 

　わたしたち学生は、大学という自身が属する小さな「社会」から、そこに繋がっている大きな「社

会」全体のあり方を考え、構造の見直しを求めます。 したがって、わたしたちは、現に今困窮して

いる学生の方々はもちろんのこと、学生を大学に通わせている保護者の方々、大学に通う前段

階の高校生の方々、そして、大学を卒業し、今まさに「貸与型奨学金」という名前の「借金」を返済

している皆さん、そしてそのような方々の友人やパートナー、家族の方々、 そういったすべてのひ

とに自分ごととして考えてもらいたいと思います。 

　東京都は都議選を控えています。公示日は6月13日、6月22日に投開票です。5月は、鹿児島

県、石川県、京都府、和歌山県、茨城県、大阪、香川、沖縄県で地方選挙があります。そして、千

葉県の旭（あさひ）市長選挙と同日である7月20日に第27回参院選があります。わたしにとって学

費値上げ問題を考えることは「社会」のあり方を問うことです。是非とも皆さん、高等教育費無償

化や研究という営みについて声をあげている候補を選んでください。力を合わせて、わたしたち

の社会のあり方について考え、行動していきましょう。 



（10）東京大学総合文化研究科院生、東
京大学学費値上げ反対緊急アクション 



（10）研究の現場を見て（東京大学総合文化研究科院生、東京大学学費値上げ反対緊急
アクション） 

　どうも、東京大学の左です。 

　大学院生とはそもそも何をしているのか、というところから始めたいと思います。結論から申し
上げますと、資料を調査したり、論文を書いたりしてます。この過程から、我々の状況を説明し、
訴えたいと思います。 

　資料調査には資金が必要です。論文を書く時、文献を買ったり取り寄せたりすることがあります
が、10頁20頁そこらの文章1本買うのに何千円もします。海外から取り寄せると10000円を越える
ことも少なくありません。数件でも、これらの数値を合算すると論文を一本書くのに数万円かかり
ます。生身で現地に行き、調査したらしたで、渡航費が何万円もかかります。そして資料のコピー
や書籍購入でまた数千円数万円です。 

　次いで、執筆にかかる資金です。英語論文の執筆で英文校正サービスを使うとそれだけで数
万円。投稿すると、英語圏の有名雑誌では、著者から料金数万円相当を持っていくことがありま
す。 

　時間もかかります。見たこともない手書き文字、慣れない言語で、何冊もの数千頁の辞書で単
語を一つ一つ検索して、文意も理解しながら文章を読むこともあり、大変な時間がかかります。
（因みに私はこのTシャツ1行の解読に2-3時間かかります。）そして、雑誌への投稿から採用ま
で、編集部とやり取りして数箇月かけて内容を調整することになります。こういう訳で、準備に1年
以上かかることもざらです。 

　これらの条件が重なると、1年以上かけて数千円で済めば相当廉価で、調査と執筆だけで数万
円・数十万円が必要になるのが当たり前になります。この期間の生活費も必要です。なぜ大学院
生に支援が必要か、お分かりいただけたでしょうか。 

　では、支援は行き届いているのか、といえば、恐らくそうではないのです。「支援」の典型として
有名な学振DCですが、採用率11％です。もはや運です。博奕です。万馬券100本セットまとめ買
いみたいなもんです。この「万馬券100本セットまとめ買い」が「支援」の典型です。「これで学生を
支援できていると思っているのか」、否支援とは言えないと、私は思います。 

　この「万馬券100本セットまとめ買い」は、月給20万円程度です。類似制度も含め、手取りにな
る頃には生活保護レベルで、兼業が要る場合もあります。毎食牛丼並盛ならいいですが、最低
限の保障でしかないのです。 

　そして、大体の「支援」は、3年で打ち切りです。我々の分野では、往々にして3年で博士は取れ
ません。それから収入無しで博士号を取得をするのが常態化しております。この後、決して雇用
は保障されません。雇用されても給料が出なかったりします。高学歴ワーキングプア、ポスドク問
題と言われるゆえんです。 

　この状況でどうして研究ができるのでしょうか。研究力強化などと言うなら現場に即して下さい。
現場を見た上で改善せず研究力強化を目標にするなら、バカにするのも休み休みやってください
と申し上げたいです。我々学生研究者が、研究活動を全うしつつ生存できる社会を構築せよと立
法行政、そして日本国主権に与る全ての人々に訴えて、私の言葉を締めたいと思います。 

　ご清聴ありがとうございました。 

 
 
 



（11）国際基督教大学学生 



（11）機会、フェア、基本的人権は？（国際基督教大学学生） 

　国際基督教大学、ICUの学費は、値上げが始まる前から高額な方でした。それでも本学の特色
である少人数教育を守るためにはコストがかかり、経営は常に思わしくありません。 
この少人数教育の方針は、対話的で双方向的な学びを多様な学生に保障するために必要不可

欠なものです。それには、障害のある学生に対する学修環境の調整、いわゆる合理的配慮のた

めの万全なサポート体制も含まれます。 
しかし高等教育の環境整備の問題として見れば、うちの大学サイコーなどと無邪気に感謝してい

る場合ではありません。 
 
　少し個人的な研究の話をさせてください。 
　日本で障害のある学生が学修環境の調整を必要とするとき、多くの高等教育機関では、その

責任を持つ専門の部署がありません。既存の部署で対応を兼任する大学は増えているものの、

十分な受け入れ態勢が整っているとは言いがたく、高校生が障害を理由に受験自体を断られる

ことも珍しくありませんでした。 
昨年度の差別解消法 改正以降、そういった対応は「不当な差別的 取扱い」として禁じられまし
た。しかし、今度は無計画に学生を受け入れたうえで必要な調整をしない、すべてをボランティア

の支援員に丸投げするなどのケースが出ているそうです。 
　調整を必要とする学生に支援が行き届かなければ、自身のニーズを説明し交渉する責任は全

て学生自身に降りかかります。個人で余裕を持って教員に連絡を取り、ニーズを満たすためにど

のような選択肢があるか話し合い、教員を説得するという気の遠くなるような作業が、履修する全

ての講義で発生するのです。 
立場の弱い学生にとって、この交渉にどの程度応じてもらえるかは教員次第で決まる場合も多い

です。話し合いで協力が得られなければ、もはや残された選択肢は履修を諦めるか、一か八か

自力で乗り切るかの2択です。 
己の存在が想定されていない仕組みの中で、たった一人で学問と取っ組み合う大学生活が想像

できますか。 
　研究でお世話になっている特別支援学校の先生は、ICUを含む私立大学の名前を二つだけ挙
げて「生徒を安心して送り出せる」とおっしゃっていました。それが逆に障害者にとっての高等教

育の門戸の狭さを物語ってもいます。 
 
　さて、これは大学の怠慢として責められるべきでしょうか。ICUの経営難と学費を見れば明らか
なように、アクセシブルな教育にはコストがかかります。どの学校も採算を考えざるを得ないため

に、ある学生は高額な学費に苦しみ、ある学生は画一的な工業製品のように扱われる。教育の

機会、フェアな制度、基本的人権はどこに？ 
いかなる学生にも誠実に学びの機会を作ろうとするICUの姿勢は誇るべきものです。しかしその
ために学費が上がれば、それが別の学生を切り捨てることにつながるのも事実です。 
　大学が経営に苦しむ一方、学生は自分ではどうしようもないことで学びの機会を奪われる。こん

な不公平で理不尽で悔しいことはこの世代で終わりにしたいのです。公の責任を果たしてくださ

い。どうか教育に充てる予算を惜しまないでください。 
 



（12）大阪大学院生 



 

（7）値上げ、申請主義、自由の弾圧（大阪大学院生、大阪大学の留学生学費値上げに反
対する学生たち、4.10兵庫県庁弾圧救援会） 

皆さん、「逮捕」されたことはありますか。「処分」を受けたことはありますか。 
知人がそうなったことはありますか。私はあります。  
4/10，抗議の目的で兵庫県庁に入った学生ら２人、私の友人らが逮捕されました。 
1人は先日起訴されました。神戸地裁の河本裁判官によると「抗議の目的で入ったこと」が
建造物等侵入に当たるようです。 
その基準で言えばこの集会だって全員逮捕になります。 
2月には、京都大学で総長との対話を求めた学生らも停学処分の末逮捕されました。逮捕
までは行かなくとも、意見表明を試みた末学内処分を受けた学生の例は、特に近年におい

ては枚挙にいとまがありません。  
ではなぜ私はこの「学費値上げ反対」の会で逮捕や学内処分の話をしているのか。 
それは、「高額な学費」は、「学生の自由の弾圧」と強く関係するものであるからです。 
学費免除や、奨学金のほとんどには、学内処分時に支援を取りやめにするという規定があ

ります。そうでなくても、処分により授業を休めば、支援除外の対象となります。 
実際に、先に述べた京大生らの中には、休学中にも関わらず停学処分となり、その学期中

の学費を払わなければならなくなった学生もいます。 
現在、兵庫県庁関連で弾圧を受けている2学生も、3回以上授業を休んでいることになり、
奨学支援の廃止対象となります。  
すなわち、学生の意思表明への弾圧において、彼らに直接加えられるのは処分であります

が、その度合を高めるのは学費の高さや支援制度の高い継続要件なのです。 
「学費値上げ」「申請主義」「自由の弾圧」の3つのことが組み合わさり、この日本では進ん
でいるのです。  
「あなた（学生）や、あなたの家族（議員ら）には関係ない」と思っているかもしれない。 
しかし、あなたや家族の学生生活を脅かす出来事なんていつ起きるかわかりません。 
実際に、この学費値上げ反対運動も、今まで「運動」とは無縁だったような多くの学生が、

自分ごととして参画しています。 
そのとき、不当な処分と高額な学費があなたや家族を襲うかもしれません。 
「学費値上げの代替として奨学支援が拡充される」という時、その裏には奨学支援というの

が「大学・権力に不都合なことをしたら打ち切る」という脅しの道具になるという現実がある

ことをも認識しなければいけません。 
 学生の自由、大学の自治のためにも、学費値上げは止められなければいけません。 
最後に、刑務所や拘置所、警察署の代用監獄や入管で今不当に勾留されている全ての

人々の解放を訴えて私のスピーチを締めくくります。 
 なお、今朝の兵庫県警生田署前での激励行動にてこの原稿を初めて読み、リハーサルつ
いでに獄中の当該にも伝えています。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　皆さん、「逮捕」されたことはありますか。「処分」を受けたことはありますか。知人がそうなったこ

とはありますか。私はあります。 
兵庫県庁に意見書を提出するために入った学生ら２人が逮捕されました。京都大学で総長との

対話を求めた学生らも停学処分の末逮捕されました。逮捕までは行かなくとも、意見表明を試み

た末学内処分を受けた学生の例は、特に近年においては枚挙にいとまがありません。 
　ではなぜ私はこの「学費値上げ反対」の会で逮捕や学内処分の話をしているのか。それは、

「高額な学費」は、「学生の自由の弾圧」と強く関係するものであるからです。学費免除や、奨学

金のほとんどには、学内処分時に支援を取りやめにするという規定があります。そうでなくても、

処分により授業を休めば、支援除外の対象となります。実際に、先に述べた京大生らの中には、

休学中にも関わらず停学処分となり、その学期中の学費を払わなければならなくなった学生もい

ます。現在、兵庫県庁関連で弾圧を受けている2学生も、3回授業を休んでいることになり、奨学
支援の廃止対象となります。 
　すなわち、学生の意思表明への弾圧において、彼らに直接加えられるのは処分でありますが、

その度合を高めるのは学費の高さや支援制度の高い継続要件なのです。「学費値上げ」「申請

主義」「自由の弾圧」の3つのことが組み合わさり、この日本では進んでいるのです。 
　「あなた（学生）や、あなたの家族（議員とかそのあたり向け）には関係ない」と思っているかもし

れない。しかし、あなたや家族の学生生活を脅かす出来事なんていつ起きるかわかりません。実

際に、この学費値上げ反対運動も、今まで「運動」とは無縁だったような多くの学生が、自分ごと

として参画しています。そのとき、不当な処分と高額な学費があなたや家族を襲うかもしれませ

ん。「学費値上げの代替として奨学支援が拡充される」という時、その裏には奨学支援というのが

「大学に不都合なことをしたら打ち切る」という脅しの道具になるという現実があることをも認識し

なければいけません。 
　学生の自由のためにも、学費値上げは止められなければいけません。最後に、今不当に勾留

されている全ての人々の解放を訴えて私のスピーチを締めくくります。 
 



 

（13）東京大学総合文化研究科院生、東
京大学学費値上げ反対緊急アクション 



 

（13）サイレントで進学を諦める（東京大学総合文化研究科院生、東京大学学費値上げ反
対緊急アクション） 

　私は、一般的な学生よりも年を重ねて、昨年度大学院に入学し、働きながら通学をしています。

本音を言いますと、学部を卒業してからすぐに大学院に進学したかったのですが、当時、仕送り

をしてもらっていた親を説得できないまま、就職するという選択をしました。大学進学を期に上京

したのですが、それまでの人生で金銭的な苦労をしたことが全くなく、親からの仕送りだけで生活

ができるくらい余裕のある暮らしをしていました。そうした事情もあって、奨学金という借金を背

負ってすぐに親から経済的に自立してまで、大学院に通おうということに思い至りませんでした。 
　昨年、学生の意見を聞かないまま、藤井輝夫総長や相原博昭（あいはら ひろあき）理事・副学
長をはじめとする東大執行部は、学費値上げ決定を強行しました。この決定によって私が危惧し

ているのは、過去の私のように、サイレントで進学をあきらめてしまう人を増やしてしまうのではな

いかということです。例えば、本日の院内集会でもご協力いただいている中央労福協が実施した

2024年6月のアンケートでは「実際の子どものいる人の年間教育費を確認すると中央値 28.3万
円で、この教育費に「負担感がある」という人が４人に３人と多い」といった結果が出ています。子

供のいる親のうち教育費に負担感があると答えた親が多いということです。親が教育費に負担を

感じたら、子供の進学を認めないこともあるでしょうし、子供も親に気を遣って進学を諦めてしまう

ということもあると思います。 
　私たちの社会は、そうした表に出ない子供たちのあきらめに思いをいたし、最善の選択をする

必要があるのではないでしょうか。コロナ禍や物価高といったさまざまな社会的背景のなかで、

文科行政、大学執行部という一部の決定権を持つものたちによって有無を言わさずに教育費負

担の増加を決めてしまうのではなく、「学びたい」「学びつづけたい」という学生たちの声のない

声、そして、それらの声を伝えるこの集会の声に、決定権者は耳を傾けて教育予算を増加してく

ださい。最後に一言、教育をぜいたくにするな。 



 

（14）東京大学院生、東京大学学費値上
げ反対緊急アクション 



 

（14）権利侵害、特権にしないで（佐藤雄哉、東京大学院生、東京大学学費値上げ反対緊
急アクション） 

　国会議員のみなさん、省庁のみなさん、私は大学院に通う学生として、訴えたいことがありま

す。それは、この国の高等教育が、大学での学びが、どんどん経済的に余裕のある人たちの特

権になりつつあるということです。  

　まず、そもそも経済的な理由によって高等教育への道が断たれています。5年前、私のバイト先

の同僚に、高卒で一生懸命に働いている人がいました。ある日「学費がなかったら大学に行きた

かった？」と聞いてみたことがあります。その人は、迷わず「行きたかった」と言いました。彼女

は、とても柔軟な考えを持っていて、私が仕事や研究で悩んでいるときに、よく話を聞いてもらっ

ていました。修学支援新制度など、国としてやれることをやっているのはわかっています。しか

し、それでは全然足りていないのです。学費のせいで高等教育から閉め出されている人たちの

存在は、その本人にとって権利侵害ですし、この社会にとっても大きな損失です。 そして、高等教

育機関に入学できたとしても、経済的な理由から学ぶ機会が奪われています。私の友人は、単

位が取れていたはずなのに、学費を払えずに1年間の単位が全て認められず留年しました。また

オンライン授業の際は、電気代の支払いが厳しいため真っ暗な部屋で参加している学生がいま

した。学費減免など、既に多くの支援がありますが、まったく足りていない現状があります。  

　私自身は母子家庭で育ち、大学の経済援助を受けながら私立大学に通いました。しかし親にこ

れ以上負担をかけられず、大学院に進学するには国立大で授業料免除を受けなければなりませ

んでした。今でも「この半期免除されなかったらどうしよう。退学するしかないのか。」と、恐ろしい

です。  

　高等教育機関での学びは、すべての人に開かれるべきです。さまざまな立場にある人たちで多

角的に追求しなければ、私たちは真理には近づけないからです。学問を、再び、経済的に余裕の

ある一部の人たちだけの特権にしないでください。 　 

　私たちの高等教育を受ける権利を保障するためにも、知的生産を担う高等教育機関の構成員

が視野狭窄に陥らないためにも、まずこの要請書にある事項に着手してもらいたいです。よろしく

お願いいたします。 



 

（15）大阪公立大学院生 



 

（15）国と地方が協力して無償化を（大阪公立大学院生） 

　大阪公立大学　大学院の学生です。 
　大阪公立大学では大阪府の制度により、授業料の完全無償化が導入されていますが、在住要

件など複数の条件を満たす必要があり、全ての学生に対して授業料の無償が実施されているわ

けではありません。私も制度の対象外のため、毎年約50万円の授業料を支払っています。 
 
　公立大学の財政は主に地方公共団体からの運営費交付金に依存しており、都市部か地方か

でも財政の状況が変わってきます。 
国から地方へ教育支援が多くなれば、学費の負担軽減はもちろん、学内の学びにおける様々な

利便性の向上など、公立大学に通う多くの学生が安心して勉学・研究そして課外活動に取り組め

ることにつながります。 
 
　より多くの学生が学費の減額、将来的には無償化の恩恵を受けられるように、国と地方が強力

して学費問題の改善に向けて大きく動くことを望みます。 


	【進行表】 
	実施背景と要請書 
	大内先生スピーチ 
	学生スピーチ①＝(1)中大生 
	教員スピーチ 
	①隠岐さや香（東京） 
	②小寺隆幸（軍学） 
	③駒込武（京都） 
	④松井宏樹（千葉） 
	⑤田中（学芸） 
	⑥吉川弘晃（明星） 
	⑦兵頭淳史（専修） 
	⑧杉田真衣（都立大） 
	⑨原直史（新潟） 
	学生スピーチ② 
	（2）東北大学学生 
	（3）千葉大学工学部4年 
	（4）早稲田大学学生 
	（5）静岡大学学生 
	（6）武蔵野美術大学大学院生 
	（7）東京大学新領域創成科学研究科修士2年 
	（8）九州大学院生 
	（9）お茶の水女子大学大学院博士課程1年 
	（10）東京大学総合文化研究科院生、東京大学学費値上げ反対緊急アクション 
	（11）国際基督教大学学生 
	（12）大阪大学院生 
	（13）東京大学総合文化研究科院生、東京大学学費値上げ反対緊急アクション 
	（14）東京大学院生、東京大学学費値上げ反対緊急アクション 
	（15）大阪公立大学院生 

